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子育てを手伝ってほしい方へ 
ファミリー・サポート・ 
センター依頼会員登録説明会

db４月１５日㈬＝上之原会館、５月
１６日㈯＝東小金井駅開設記念会館・
マロンホール、６月１７日㈬＝保健セ
ンターいずれも午前１０時～１１時３０分
t市内在住で、原則生後５７日～小学
生の子どもと同居している保護者
e保育有り（要事前申込）
m開催日の２週間前から、電話でフ

ァミリー・サポート・センター（☎
０４２-３２０-１７０１＝日曜・祝日を除く）へ

お子さんの就学に 
心配事のある保護者の方へ 
就学相談と説明会を開催

就学相談

　児童・生徒の心身の障がいの状態
や発達の状況等に応じて、適切な教
育を受けることができるよう、就学
相談を行っています。

t▷令和9年度に小・中学校に入学
をする心身に障がいのあるお子さん
または発達に不安や気がかりのある
お子さんの保護者
▷現在、お子さんが小・中学校に在
学中で、令和9年度から、市立学校
の特別支援学級または都立特別支援
学校への転学を考えている保護者
▷現在、就学猶予または免除の措置
を受けているお子さんの保護者
m特別支援学校または特別支援学級
の方は4月２１日から、特別支援教室

の方は５月７日から、その他のご相
談の方は５月１８日から、電話で問合
先へ

就学相談説明会

d4月２０日㈪午前１０時～１１時３０分
b市民会館・萌え木ホール（商工会
館３階）
e説明会に不参加でも就学相談は申
し込めます

−◇共　通◇−
i学務課学務係（☎０４２-３８７-９８７４）

福 祉 の ひ ろ ば

ふれあい・いきいきサロン 
助成金希望団体募集

　高齢者、障がいのある方、子育て
中の親子などの孤立防止、地域の見
守りを目的とした非営利のサロン団
体に助成します。これから立ち上げ
る団体、すでに活動している団体も
お気軽にご相談ください。
t市内を拠点とし、原則月１回以上
の活動を行っているふれあい・いき
いきサロン登録団体
※事前に登録が必要です
m４月１日～３０日に、電話またはＥ
メールで小金井ボランティア・市民
活動センター（☎０４２-３８７-００１１avc- 
koganei@circus.ocn.ne.jp）へ

福祉タクシー助成

　障がいのある方が通院等生活のた
めに利用したタクシー代の一部を助
成しています。対象者・助成額等詳
細は、お問い合わせいただくか、市
ホームページをご覧ください。
　また、すでに助成の決定を受けた
方に請求書を発送しましたので、提
出してください。
m４月１０日（必着）までに、郵送ま
たは直接、請求書に令和7年１０月～
令和8年３月分のタクシーの領収書
を添えて、自立生活支援課相談支援

係（〒１８４-８５０４住所不要・市役所第
二 庁 舎 ２ 階 ☎０４２-３８７-９８４１f０４２-
３８４-２５２４）へ

共同募金運動のお礼

　市民の皆さんのご協力により、令
和７年に実施しました赤い羽根共同
募金運動に１４４万円、歳末たすけあ
い運動に３７７万円の募金が寄せられ
ました。
　赤い羽根共同募金は地域の社会福
祉施設のために、歳末たすけあい募
金は在宅介護者世帯見舞品や二十歳
を迎える在宅障がい者に対する祝
品、地域福祉活動費などに活用させ
ていただきます。ご協力ありがとう
ございました。
i社会福祉協議会（☎０４２-３８６-０２９４）

まなぶ・語る・つながる 
家族の会

　「有料老人ホームの選び方」をテ
ーマにした講義と介護者同士の交流
会です。
d４月１８日㈯午後１時～３時
b特別養護老人ホームつきみの園
（中町２-１５-２５）
k出原彰徳さん（老人ホーム紹介セ
ンター室長）
t高齢者を介護している家族
s１５人（申込順）

e介護が必要な方がいて、参加が難
しい場合はご相談ください
m４月１日から、電話で小金井ひが
し地域包括支援センター（☎０４２-
３８６-６５１４）へ

シルバー人材センター 
ハンドメイド教室

　毎回いろいろな作品を作っていま
す。
du▷４月３０日㈭＝母の日にエプロ
ン作り
▷５月２９日㈮＝刺し子のふきん
▷６月２２日㈪＝がま口の財布
※いずれも午後１時～４時
b中町作業所（中町１-１０-１９）
s各日１０人（申込順）
n１,５００円（材料費）
m４月１日から各講習日の１週間前
までに、電話でシルバー人材センタ

ー（☎０４２２-２７-７１１７）へ

高齢者いきいき活動講座 
はじめてのウクレレライフ

　ウクレレの音色にいやされながら
挑戦してみませんか。
d５月１４日～７月２日の毎週木曜日
午前１０時～正午（全７回。５月２８日
を除く）
b社会福祉協議会
k竹之内浩一さん（ウクレレ講師）
t市内在住のおおむね６０歳以上の方
s２０人（多数抽選。初参加者優先）
n１,１００円（テキスト代）
eウクレレのレンタル料（２,２００円）
m４月１０日（消印有効）までに往復
はがきに住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・電話番
号を明記し、社会福祉協議会「ウク
レ レ 係」（〒１８４-０００４本 町 ５-３６-１７
☎０４２-３８７-００１１）へ

　いつまでも住み慣れた地域で生活できるよ
う、身近に行くことができる体操やサロン、ボ
ランティア等の情報を冊子にまとめました。
■配布場所▷介護福祉課（市役所第二庁舎２階）
▷市役所第二庁舎１階受付
▷各地域包括支援センター
▷主な市内公共施設等
i介護福祉課包括支援係（☎０４２-３８７-９８４５）

シニアのための
地域とつながる応援ブックができました

　登録後に市内登録介護事業所などでボランティア活動した方に、活
動時間に応じたポイントを付与します。
　年間で最大８,０００円分のさくらポイントを受け取ることができます。

活き生きボラポとは？活き生きボラポとは？

　初めての方も無理なくできるボランティア活動です。活動を通じ
て、新しい仲間との出会いや地域とのつながりを広げてみませんか。
　登録は随時受け付けていますので、ぜひ、この機会にご参加ください。

　介護施設の利用者のお相手や職員のお手伝いをしていただきます。
○囲碁や将棋などの相手
○傾聴（お話を聞く活動）
○音楽演奏等の披露
○お茶出しや配膳、軽作業
○散歩や外出のお手伝い
○イベントのお手伝い
○その他、施設職員と協力して行う軽微な補助的活動など

どんな活動ができるの？どんな活動ができるの？

t▷４０歳以上の市内在住で元気な方
▷要介護・要支援認定を受けていない方
m電話で活き生きボラポ事務局（商工会内☎０４２-３８１-８７６５）へ

登録方法登録方法

活き生きボラポの活き生きボラポの
対象年齢を拡大しました！対象年齢を拡大しました！

６５歳以上から
４０歳以上に
なりました！

i介護福祉課包括支援係（☎０４２-３８７-９８４５）
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